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玄海原子力発電所 ２０２５年度 使用済燃料の構内輸送について（回答） 

 

 

 原子力発電所の安全確保に関する協定第４条第１項第３号に基づき、２０２５年

１０月３１日付け立コミ本第２９９号で事前了解願いがあったこのことについて

は、了解します。 

 なお、使用済燃料の輸送に当たっては、安全を最優先に作業を行い、使用済燃料

の貯蔵管理の安全性を含め、県民に対して分かりやすい説明を丁寧に行うよう要請

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当課：県民環境部 原子力安全対策課）  


